
令和５年度

第１回 石狩市

空家等対策協議会

説明資料

【議題】

１.空家等対策の推進に関する特別措置法の
改正について

２.特定空家等の認定について

３.石狩市空き家対策総合実施計画の策定に
ついて

令和６年２⽉１４⽇（⽔）１０︓００〜

石狩市空家等対策協議会 事務局

⽯狩市建設⽔道部建築住宅課



①空家等の所有者の責任強化

１.空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について
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②空家等の活用拡大

・市町村が空家等活⽤促進区域や空家等活⽤促進指針を定めた場合に、接道規制や⽤途規制を合理化し、⽤途変更
や建て替えを促進
・市町村⻑は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活⽤を要請
・市町村⻑は、空家等の管理や活⽤に取り組むNPO法⼈等を空家等管理活⽤⽀援法⼈として指定

これまでの「適切な管理の努⼒義務」に加え、国、⾃治体の施策に協⼒する努⼒義務が追加

④特定空家等の除却等

・市町村⻑に特定空家等の所有者等に報告徴収権を付与
・特定空家等に対する命令等の事前⼿続きを経るいとまがない緊急時の代執⾏制度を創設
・所有者不明時の略式代執⾏、緊急代執⾏の費⽤は、確定判決なしで徴収
・市町村⻑による、財産管理⼈の選任請求が可能

③空家等の管理の確保

・放置すれば特定空家等になるおそれのある「管理不全空家等」に対し、市区町村が指導、勧告
・勧告を受けた「管理不全空家等」の敷地は、固定資産税の住宅⽤地特例を解除

(令和5年6月14⽇公布、令和5年12月13⽇施⾏)
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国⼟交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法の⼀部を改正する法律（令和５年法律第５０号）概要より
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２．特定空家等の認定について
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①特定空家等の候補の概要（建物の状況は資料１参照）

所在地︓⽯狩市浜益区浜益（危険な空家No.34）
登記簿上の所有者︓
建物︓A氏(持ち分1/2、H15逝去)、 A氏の子(持ち分1/2)
⼟地︓B氏
構造等︓⽊造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 店舗居宅

延べ286.41平方メートル、土地223.44平方メートル
建築年⽉⽇︓昭和38年6月17日新築 一部増築
家屋の状況︓屋根の⼀部崩落、外壁の落下

②これまでの対応状況（次ページ参照）

市は、当該空家の所有者のA⽒の⼦に対し、適正管理の依頼
や、⾃主的に除却等を⾏えるよう、危険空家の除却費補助⾦を
案内してきたところであるが、所有者による措置は実施されなかった。

③今後について（特定空家等の認定基準の調査結果は資料２参照）

市が、当該空家を「特定空家等」に認定した際は、所有者に対し、
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。）に基
づく「指導、勧告」等の手続きを進める（右図フロー参照）。
緊急時は、「命令等」の⼿続きを経ず、緊急代執⾏が可能となる。

空家等

（法第２条第１項）

空家等調査

（法第９条第１項）

市民等による情報提供

（苦情等）
落雪により、歩行者等の

通行を妨げた空家

特定空家等の認定

助言または指導

（法第２２条第１項）

勧告

（法第２２条第２項）

措置命令

（法第２２条第３項）

標識の設置および公示

（法第２２条第１３項）

代執行

（法第２２条第９項）
緊急時の事務管理

（軽易な措置のみ対応）

市による措置 所有者等から費用徴収 完了

危険な状態が急迫し緊

急に回避する必要があ
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完 了
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基準」に基づく現地調査
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必要に応じて所有者等の特定

改善の意向確認・助言等

略式代執行
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事前の公告
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協
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２．特定空家等の認定について（これまでの対応状況）
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所有者等の対応市の対応近隣住⺠、隣地所有者より年⽉⽇

近隣関係者により煙突の撤去が完了したと浜益⽀所から建
築住宅課に連絡

浜益支所による現地確認
建築住宅課による所有者調査を開始

近隣住⺠から「煙突が隣地空家に倒れてる」と
浜益支所に通報

R4.3

浜益支所による現地確認
適正管理の依頼⽂書①送付(補助⾦案内共)

隣地所有者から「外壁が⼀部崩れ隣地に倒れ
てる」と浜益支所に通報

R4.8

所有者から、業者から応急処置が難しい、また除却費用が
高額で用意できないと電話連絡

建築住宅課にて現地確認
所有者には、空家除却で利⽤可能なローン案内を送ることとした

隣地所有者から建築住宅課に当該空家の進
捗について電話連絡

R4.8

連絡なし適正管理の依頼⽂書②送付(補助⾦、ローン案内共)R4.9

連絡なし適正管理の依頼⽂書③送付(補助⾦、ローン案内共)R4.10

連絡なし適正管理の依頼⽂書④送付(補助⾦、ローン案内共)R4.12

建築住宅課にて現地確認隣地所有者が、問題箇所を⼀部改善R5.3

連絡なし補助⾦案内の⽂書⑤送付R5.4

連絡なし
所有者宅に訪問し、補助⾦案内の⽂書⑥を家族に⼿渡す(ロー
ン案内共)

R5.5

所有者は、除却費用が用意できない旨回答
浜益⽀所及び建築住宅課にて現地確認
所有者に電話連絡し、適正管理の依頼

隣地所有者から建築住宅課に当該空家の進
捗について電話連絡

R5.9

連絡なし
適正管理の依頼⽂書⑦送付(補助⾦、ローン案内共)
※配達証明にて送付（空家法の手続きを予告）

R5.9

⾯談について了承所有者に電話連絡、市役所での面談の約束をするR5.10

所有者は、除却等の意向はあるが、費用が用意できないと
の回答、ローンに申込し、改善の方向性を12月末まで回答

所有者と⾯談し、適正管理の依頼と、当該空家の意向について
12月末日まで回答をするよう求めた

R5.10

建築住宅課にて現地確認R5.12

所有者からローン審査に通らず、改善出来ないとの回答建築住宅課から所有者に電話連絡R6.1



３．石狩市空き家対策総合実施計画の策定について
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①危険な空家への対応について

②空き家対策総合⽀援事業補助⾦のイメージ（国の補助制度の概要は、次ページ参照）

・これまでは、「石狩市特定空家等の認定基準」に該当する「危険な空家」を所有者が除却する場合、石狩市危険空家除却費
補助⾦（国の「空き家再生等推進事業」を活⽤）が利⽤可能（平成２９年からの７年間で２１件の利⽤実績）

・これからは、所有者に対し適正管理の依頼をしても改善されない場合や、相続⼈が全員相続放棄した所有者不明空家等につ
いて、市が「特定空家等」に認定し、⾏政代執⾏にて除却等の措置をすることも想定

・特定空家等の除却には、国の「空き家対策総合支援事業」が利⽤可能（「石狩市空き家対策総合実施計画」の策定必要）

国５０％石狩市５０％

国２５％石狩市２５％所有者５０％

国２５％石狩市２５％所有者５０％空き家の除却（不良住宅）

空き家の除却（特定空家等）

空き家の除却（特定空家等）

空き家の除却（不良住宅）

石狩市１００％（国の交付金利用できない）

空き家再生等推進事業

空き家対策総合支援事業

変更



３．石狩市空き家対策総合実施計画の策定について
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空き家対策総合支援事業
空き家再生等推進事業
【社会資本整備総合交付⾦】

＜空き家対策基本事業＞
・空き家の活用
・空き家の除却（不良住宅等）・・計画記載
・空き家の除却（特定空家等）・・計画記載
・空き家除却後の土地の整備
・空き家の除却等に係る測量試験等・・計画記載
・空家等対策計画の策定等に必要な空家住宅等の実態把握・・計画記載
＜空き家対策附帯事業＞
・空き家法に基づく代執⾏等の措置の円滑化のための法務的⼿続き等を⾏う
事務・・計画記載
＜空き家対策モデル事業＞
＜空き家対策関連事業＞
＜空き家対策促進事業＞

・空き家の活用
・空き家の除却（不良住宅等）

・空き家除却後の土地の整備

補助対象

・空家等対策計画に定める地区で⾏うこと
・区域内において空き家対策に取り組む⺠間事業者等を構成員とする協議会
等と連携して空き家対策総合実施計画を策定すること

・空家等対策計画で定める地区で⾏うこと

補助要件

①国の補助制度の概要

変更
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(表面) (裏⾯)


